
令和４年度 計算書類の注記（法人全体） 

 

1. 継続企業の前提に関する注記 

該当なし 

 

2. 重要な会計方針 

（1） 固定資産の減価償却方法 

・有形固定資産：定額法により償却を行っている。 

・リース資産： 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっている。 

（2） 引当金の計上基準 

・賞与引当金 

     職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を

計上している。 

    ・処遇改善引当金 

     介護職員に対する介護職員処遇改善加算の支給に備えるため、加算受入額を予

算に応じて計上している。 

（3） 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

 

3. 重要な会計方針の変更 

該当なし 

 

4. 法人で採用する退職給付制度 

職員給与規程第 30条に基づき、新潟県民間社会福祉施設職員退職手当積立基金に加

入している。 

 

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 

（1） 法人全体の計算書類「会計基準省令第一号第一様式（第十七条第四項関係）、会計基

準省令第二号第一様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第三号第一様式（第

二十七条第四項関係）」 

（2） 事業区分別内訳表「会計基準省令第一号第二様式（第十七条第四項関係）、会計基準

省令第二号第二様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第三号第二様式（第二

十七条第四項関係）」 

（3） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表「会計基準省令第一号第三様式（第十七条

第四項関係）、会計基準省令第二号第三様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省

令第三号第三様式（第二十七条第四項関係）」 

（4） 公益事業における拠点区分別内訳表「会計基準省令第一号第三様式（第十七条第四



項関係）、会計基準省令第二号第三様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第

三号第三様式（第二十七条第四項関係）」 

（5） 拠点区分の計算書類「会計基準省令第一号第四様式（第十七条第四項関係）、会計基

準省令第二号第四様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第三号第四様式（第

二十七条第四項関係）」 

（6） 各拠点におけるサービス区分の内容 

  ① 北区拠点（社会福祉事業） 

    「本部」 

    「通所介護事業」 

    「短期入所事業」 

  ② 東区拠点（社会福祉事業） 

    「特養」 

    「通所介護事業Ⅱ」 

  ③ 北区拠点（公益事業） 

    「居宅支援事業」 

 

6. 基本財産の増減の内容及び金額 

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。         （単位：円） 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土地 128,000,000  0  0  128,000,000  

建物 371,650,881  0  12,523,294  359,127,587  

合 計 499,650,881  0  12,523,294  487,127,587  

 

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行

った場合には、その旨、その理由及び金額 

 減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金を取り崩している。 

 当期取崩額は、3,145,443円である。 

 

8. 担保に供している資産 

担保に供されている資産は以下のとおりである。 

土地（基本財産） 128,000,000円 

建物（基本財産） 359,127,587円 

 計      487,127,587円  

 

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。 

設備資金借入金  （1年以内返済予定額を含む。）   264,472,000円 

 

 



9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高         （単位：円） 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建物（基本財産） 532,742,500  173,614,913  359,127,587  

建物（上記以外） 17,529,787  1,368,588  16,161,199  

構築物 1,605,870  1,524,348  81,522  

機械・装置 4,290,000  551,832  3,738,168  

車輛運搬具 8,654,330  6,164,845  2,489,485  

器具・備品 37,685,868  33,483,763  4,202,105  

有形リース資産 9,015,600   4,850,120  4,165,480  

開業費 9,029,521  9,029,521  0  

合 計 620,553,476  230,587,930  389,965,546  

 

10. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  （単位：円） 

 債権金額 貸倒引当金の当期残高 債権の当期末残高 

未収入金 62,575,483  0  62,575,483  

合 計 62,575,483  0  62,575,483  

 

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

該当なし 

 

12. 関連当事者との取引の内容 

該当なし 

 

13. 重要な偶発債務 

該当なし 

 

14. 重要な後発事象 

該当なし 

 

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 

   該当なし 

 

16. その他 

   ・リース取引に関する注記 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引 

     有形リース資産：北区拠点の通所介護事業及び短期入所事業における、車両 1台

及び特殊浴槽 1台である。 

 



令和４年度 計算書類の注記（北区拠点） 

 

1. 重要な会計方針 

（1） 固定資産の減価償却方法 

・有形固定資産：定額法により償却を行っている。 

・リース資産： 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっている。 

（2） 引当金の計上基準 

・賞与引当金 

     職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を

計上している。 

・処遇改善引当金 

     介護職員に対する介護職員処遇改善加算の支給に備えるため、加算受入額を予

算に応じて計上している。 

（3） 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

 

2. 重要な会計方針の変更 

該当なし 

 

3. 法人で採用する退職給付制度 

職員給与規定第 30条に基づき、新潟県民間社会福祉施設職員退職手当積立基金に加

入している。 

 

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 

（1） 法人全体の計算書類「会計基準省令第一号第一様式（第十七条第四項関係）、会計基

準省令第二号第一様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第三号第一様式（第

二十七条第四項関係）」 

（2） 事業区分別内訳表「会計基準省令第一号第二様式（第十七条第四項関係）、会計基準

省令第二号第二様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第三号第二様式（第二

十七条第四項関係）」 

（3） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表「会計基準省令第一号第三様式（第十七条

第四項関係）、会計基準省令第二号第三様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省

令第三号第三様式（第二十七条第四項関係）」 

（4） 公益事業における拠点区分別内訳表「会計基準省令第一号第三様式（第十七条第四

項関係）、会計基準省令第二号第三様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第

三号第三様式（第二十七条第四項関係）」 

（5） 拠点区分の計算書類「会計基準省令第一号第四様式（第十七条第四項関係）、会計基



準省令第二号第四様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第三号第四様式（第

二十七条第四項関係）」 

（6） 各拠点におけるサービス区分の内容 

  ① 北区拠点（社会福祉事業） 

    「本部」 

    「通所介護事業」 

    「短期入所事業」 

  ② 東区拠点（社会福祉事業） 

    「特養」 

    「通所介護事業Ⅱ」 

  ③ 北区拠点（公益事業） 

    「居宅支援事業」 

 

5. 基本財産の増減の内容及び金額 

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。         （単位：円） 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土地 29,700,000  0  0  29,700,000  

建物 144,811,263  0  5,969,688  138,841,575  

合 計 174,511,263  0  5,969,688  168,541,575  

 

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行

った場合には、その旨、その理由及び金額 

 減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金を取り崩している。 

 当期取崩額は、98,333円である。 

 

7. 担保に供している資産 

担保に供されている資産は以下のとおりである。 

土地（基本財産）  29,700,000円 

建物（基本財産） 138,841,575円 

 計      168,541,575円  

 

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。 

設備資金借入金  （1年以内返済予定額を含む。）   97,641,000円 

 

 

 

 

 



8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高         （単位：円） 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建物（基本財産） 235,236,100  96,394,525  138,841,575  

建物（上記以外） 16,253,640  614,061  15,576,579  

構築物 1,261,470  1,202,908  58,562  

機械・装置 2,090,000  313,500  1,776,500  

車輛運搬具 8,117,200  6,153,655  1,963,545  

器具・備品 14,334,541  11,316,839  3,017,702  

有形リース資産 9,015,600  4,850,120  4,165,480  

合 計 286,245,551  120,845,608  165,399,943  

 

9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  （単位：円） 

 債権金額 貸倒引当金の当期残高 債権の当期末残高 

未収入金 31,227,844  0  31,227,844  

合 計 31,227,844  0  31,227,844  

 

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

該当なし 

 

11. 重要な後発事象 

該当なし 

 

12. その他 

   ・リース取引に関する注記 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引 

     有形リース資産：北区拠点の通所介護事業及び短期入所事業における、車両 1台

及び特殊浴槽 1台である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度 計算書類の注記（東区拠点） 

 

1. 重要な会計方針 

（1） 固定資産の減価償却方法 

・有形固定資産：定額法により償却を行っている。 

・リース資産： 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっている。 

（2） 引当金の計上基準 

・賞与引当金 

     職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を

計上している。 

・処遇改善引当金 

     介護職員に対する介護職員処遇改善加算の支給に備えるため、加算受入額を予

算に応じて計上している。 

（3） 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

 

2. 重要な会計方針の変更 

該当なし 

 

3. 法人で採用する退職給付制度 

職員給与規定第 30条に基づき、新潟県民間社会福祉施設職員退職手当積立基金に加

入している。 

 

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 

（1） 法人全体の計算書類「会計基準省令第一号第一様式（第十七条第四項関係）、会計基

準省令第二号第一様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第三号第一様式（第

二十七条第四項関係）」 

（2） 事業区分別内訳表「会計基準省令第一号第二様式（第十七条第四項関係）、会計基準

省令第二号第二様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第三号第二様式（第二

十七条第四項関係）」 

（3） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表「会計基準省令第一号第三様式（第十七条

第四項関係）、会計基準省令第二号第三様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省

令第三号第三様式（第二十七条第四項関係）」 

（4） 公益事業における拠点区分別内訳表「会計基準省令第一号第三様式（第十七条第四

項関係）、会計基準省令第二号第三様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第

三号第三様式（第二十七条第四項関係）」 

（5） 拠点区分の計算書類「会計基準省令第一号第四様式（第十七条第四項関係）、会計基



準省令第二号第四様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第三号第四様式（第

二十七条第四項関係）」 

（6） 各拠点におけるサービス区分の内容 

  ① 北区拠点（社会福祉事業） 

    「本部」 

    「通所介護事業」 

    「短期入所事業」 

  ② 東区拠点（社会福祉事業） 

    「特養」 

    「通所介護事業Ⅱ」 

  ③ 北区拠点（公益事業） 

    「居宅支援事業」 

 

5. 基本財産の増減の内容及び金額 

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。         （単位：円） 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土地 98,000,000  0  0  98,000,000  

建物 225,530,266  0  6,498,580  219,031,686  

合 計 323,530,266  0  6,498,580  317,031,686  

 

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行

った場合には、その旨、その理由及び金額 

 減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金を取り崩している。 

 当期取崩額は、3,047,110円である。 

 

7. 担保に供している資産 

担保に供されている資産は以下のとおりである。 

土地（基本財産）  98,000,000円 

建物（基本財産） 219,031,686円 

 計      317,031,686円  

 

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。 

設備資金借入金  （1年以内返済予定額を含む。）   165,931,000円 

 

 

 

 

 



8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高         （単位：円） 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建物（基本財産） 295,390,000  76,358,314  219,031,686  

建物（上記以外） 1,186,147  750,256  435,891  

構築物 344,400  321,440  22,960  

機械・装置 2,200,000  238,332  1,961,668  

車輛運搬具 537,130  11,190  525,940  

器具・備品 23,351,327  22,166,924  1,184,403  

開業費 9,029,521  9,029,521  0  

合 計 332,038,525  108,875,977  223,162,548  

 

9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  （単位：円） 

 債権金額 貸倒引当金の当期残高 債権の当期末残高 

未収入金 29,988,116  0  29,988,116  

合 計 29,988,116  0  29,988,116  

 

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

該当なし 

 

11. 重要な後発事象 

該当なし 

 

12. その他 

   該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度 計算書類の注記（北区拠点公益事業） 

 

1. 重要な会計方針 

（1） 固定資産の減価償却方法 

・有形固定資産：定額法により償却を行っている。 

・リース資産： 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっている。 

（2） 引当金の計上基準 

・賞与引当金 

     職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を

計上している。 

（3） 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

 

2. 重要な会計方針の変更 

該当なし 

 

3. 法人で採用する退職給付制度 

職員給与規定第 30条に基づき、新潟県民間社会福祉施設職員退職手当積立基金に加

入している。 

 

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 

（1） 法人全体の計算書類「会計基準省令第一号第一様式（第十七条第四項関係）、会計基

準省令第二号第一様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第三号第一様式（第

二十七条第四項関係）」 

（2） 事業区分別内訳表「会計基準省令第一号第二様式（第十七条第四項関係）、会計基準

省令第二号第二様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第三号第二様式（第二

十七条第四項関係）」 

（3） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表「会計基準省令第一号第三様式（第十七条

第四項関係）、会計基準省令第二号第三様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省

令第三号第三様式（第二十七条第四項関係）」 

（4） 公益事業における拠点区分別内訳表「会計基準省令第一号第三様式（第十七条第四

項関係）、会計基準省令第二号第三様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第

三号第三様式（第二十七条第四項関係）」 

（5） 拠点区分の計算書類「会計基準省令第一号第四様式（第十七条第四項関係）、会計基

準省令第二号第四様式（第二十三条第四項関係）、会計基準省令第三号第四様式（第

二十七条第四項関係）」 

（6） 各拠点におけるサービス区分の内容 



  ① 北区拠点（社会福祉事業） 

    「本部」 

    「通所介護事業」 

    「短期入所事業」 

  ② 東区拠点（社会福祉事業） 

    「特養」 

    「通所介護事業Ⅱ」 

  ③ 北区拠点（公益事業） 

    「居宅支援事業」 

 

5. 基本財産の増減の内容及び金額 

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。         （単位：円） 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土地 300,000  0  0  300,000  

建物 1,309,352  0  55,026  1,254,326  

合 計 1,609,352  0  55,026  1,554,326  

 

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行

った場合には、その旨、その理由及び金額 

 該当なし 

 

7. 担保に供している資産 

担保に供されている資産は以下のとおりである。 

土地（基本財産）   300,000円 

建物（基本財産） 1,254,326円 

 計      1,554,326円  

 

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。 

設備資金借入金  （1年以内返済予定額を含む。）   900,000円       

 

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高         （単位：円） 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建物（基本財産） 2,116,400  862,074  1,254,326  

建物（上記以外） 153,000  4,271  148,729  

合 計 2,269,400  866,345  1,403,055  

 

 

 



9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  （単位：円） 

 債権金額 貸倒引当金の当期残高 債権の当期末残高 

未収入金 1,359,523  0  1,359,523  

合 計 1,359,523  0  1,359,523  

 

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

該当なし 

 

11. 重要な後発事象 

該当なし 

 

12. その他 

   該当なし 

 


